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社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会地域福祉活動計画 

策定委員会設置要綱 

 

（趣旨及び設置） 

第１条 この要綱は、住民の福祉課題に対し、地域で行う取り組みの方向性や

基本的な考えを示し、地域住民とともに福祉活動を展開していくため、矢巾

町地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その組

織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１）計画の策定に関すること 

（２）その他計画の策定に関して必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 委員は 12名以内とし、次に掲げる者のうちから矢巾町社会福祉協議会

（以下「社協」という。）会長が委嘱する。 

 （１）地域福祉活動を行う者 

 （２）保健・福祉関係団体の構成員 

 （３）当事者及び学識経験のある者 

 （４）行政関係者 

 （５）その他会長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は 4 年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長 1名を置き、委員の互選により選任する。 

２ 副委員長は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、社協会長が招集する。 

（費用弁償） 

第７条 委員会に出席した委員への費用弁償は、社協役員等の報酬及び費用弁

償に関する規程（平成 24年 1月 1日社協訓令第 1号）第 4条の規定を準用す

る。 

（庶務） 
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第８条 委員会の庶務は、社協事務局において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

 

附 則  

１ この要綱は、平成 27年 10月 1日から施行する。 

２ 第４の規定にかかわらず、この委員会の設置当初の委員の任期は、委嘱の

日から平成 34年 3月 31日までとする。 

３ この要綱は、令和 2年 10月 1日から施行する。 

４ この要綱の施行日に在任する委員の任期は、委嘱の日から令和 7年 3月 31

日までとする。 

５ この要綱は、令和 6年 7月 1日から施行する。 


